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〜
老
人
保
健
で
医
療
を
受
け
て
い
る
方
へ
〜�

老
人
医
療
費
を�

大
切
に
使
い
ま
し
ょ
う�
老
人
医
療
費
を�

大
切
に
使
い
ま
し
ょ
う�

少
子
高
齢
化
が
進
む
中
、
老
人

医
療
費
は
、
年
々
増
加
し
て
い
ま

す
。
そ
れ
ら
の
医
療
費
は
、
老
人

保
健
の
対
象
と
な
る
方
が
、
か
か

っ
た
医
療
費
の
１
割
ま
た
は
２
割

を
負
担
し
、
残
り
の
９
割
も
し
く

は
８
割
は
、国
や
国
民
健
康
保
険
、

社
会
保
険
な
ど
か
ら
負
担
し
て
い

ま
す
。

み
な
さ
ん
が
医
療
機
関
で
、
安

心
し
て
受
診
で
き
る
の
は
、
多
く

の
医
療
費
を
若
い
世
代
の
人
た
ち

が
保
険
税
な
ど
で
負
担
し
、
制
度

を
支
え
て
い
る
か
ら
で
す
。

増
え
続
け
る
医
療
費
の
削
減
と

健
康
を
維
持
す
る
た
め
、
日
ご
ろ

か
ら
病
気
の
予
防
や
健
康
づ
く
り

を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

①
病
気
は
早
期
発
見
、
早
期
治
療

が
第
一
で
す
。
我
慢
し
て
悪
化

さ
せ
る
の
は
逆
効
果
と
な
り
ま
す
。

②
医
師
の
指
示
を
守
り
、
自
己
判

断
で
複
数
の
病
院
に
か
か
ら
な

い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

③
信
頼
で
き
る
医
師
を
「
か
か
り

つ
け
医
」
と
し
、
普
段
か
ら
病

気
や
健
康
に
つ
い
て
相
談
し
ま

し
ょ
う
。

④
定
期
的
に
健
康
診
断
を
受
け
ま

し
ょ
う
。

⑤
減
塩
し
、
栄
養
の
バ
ラ
ン
ス
を

考
え
た
食
事
を
し
ま
し
ょ
う
。

⑥
体
は
動
か
さ
な
い
と
老
化
し
て

し
ま
い
ま
す
。
ジ
ョ
ギ
ン
グ
な

ど
の
適
度
な
運
動
を
行
い
ま
し

ょ
う
。

保
険
年
金
課

２
１
６
１

内� 問�

基
礎
年
金
番
号
は
、
20
歳
に
な

り
国
民
年
金
に
加
入
し
た
と
き

や
、
就
職
し
て
厚
生
年
金
や
共
済

組
合
に
加
入
し
た
と
き
な
ど
、
公

的
年
金
に
初
め
て
加
入
し
た
と
き

に
番
号
が
決
め
ら
れ
、
年
金
手
帳

が
交
付
さ
れ
ま
す
。

そ
の
後
、
加
入
す
る
年
金
制
度

が
変
わ
っ
て
も
、
基
礎
年
金
番
号

は
加
入
歴
な
ど
を
記
録
し
、
あ
な

た
の
年
金
を
守
る
生
涯
変
わ
る
こ

と
の
な
い
大
切
な
「
１
人
１
番
号
」

と
な
り
ま
す
。

年
金
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
や

届
出
、ま
た
年
金
請
求
の
際
に
は
、

必
ず
基
礎
年
金
番
号
を
使
い
ま
す

の
で
、
年
金
手
帳
・
基
礎
年
金
番

号
通
知
書
は
大
切
に
保
管
し
て
く

だ
さ
い
。

保
険
年
金
課
　

２
１
６
４

内�

問�

大宮社会保険事務所職員による出

張年金相談を行います。また、平成

17年度の保険料と、過去２年以内の

未納保険料や過去10年以内の追納保

険料などが納められる集合徴収も行

います。

ご相談の際には、年金手帳（基礎

年金番号通知書）・納付書・社会保

険事務所から送られたはがき等を持

参してください。その他年金につい

て疑問等がありましたらお気軽にご

相談ください。
日時：10月28日（金）

10時～15時
場所：役場３階第３会議室
保険年金課 ２１６４内�問�

国民健康保険では、国保加入者の方の健康増

進のために、国内の約300か所余りの旅館、ホ

テルと契約をし、国保加入者の方（税滞納者を

除く）が利用した場合に、１泊につき大人

3,000円・小人2,000円の補助をしています。な

お、国保に加入していない方が含まれる各種の

団体でも、協定料金で利用することができます。

利用にあたっては、利用券を必要としますの

で、施設に予約後、利用日の10日前までに保険

証と印鑑を持参のうえ、申請をしてください。

また、施設所在地・名称・協定料金等は保険

年金課国民健康保険係にパンフレットをご請求

ください。

【注意】

１．旅行会社等の企画によるパック旅行は除き

ます。

２．１年度内２泊まで

３．詳細については、お問い合わせください。

保険年金課 ２１６２内�問�

伊奈町国民健康保険�
指定保養施設�

伊奈町国民健康保険�
指定保養施設�

伊奈町国民健康保険�
指定保養施設�

ご利用ください�
�

年 金 相 談 あなたの年金権を守る�
生涯のパートナー�

基礎年金番号は�
大切に�

基礎年金番号は�
大切に�

基礎年金番号は�
大切に�
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額
以
下
で
あ
る
こ
と
。

②
預
貯
金
の
額
が
単
身
世
帯
で
３

５
０
万
円
、
世
帯
員
が
１
人
増

え
る
ご
と
に
１
０
０
万
円
を
加

算
し
た
額
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（
預
貯
金
等
に
は
、
預
貯
金
の

ほ
か
、
有
価
証
券
、
債
権
等
を

含
み
ま
す
）

③
日
常
生
活
に
供
す
る
資
産
以
外

に
活
用
で
き
る
資
産
が
な
い
こ
と
。

④
負
担
能
力
の
あ
る
親
族
等
に
扶

養
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

⑤
介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な

い
こ
と
。

減
免
を
受
け
る
に
は
、
申
請
が

必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く

は
高
齢
障
害
課

２
１
２
４
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

内�

社
会
福
祉
法
人
に
よ
る�

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担�

が
減
免
さ
れ
ま
す�

９
月
９
日
ま
で
に
介
護
保
険

負
担
限
度
額
認
定
申
請
を
し
て

い
た
だ
い
た
方
に
は
、
認
定
証

を
送
付
し
ま
し
た
の
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

（
事
業
者
）
と
の
契
約
に
よ
る
こ

と
が
原
則
と
な
り
ま
す
が
、
所
得

の
低
い
方
に
は
負
担
限
度
額
を
設

け
、
自
己
負
担
額
を
軽
減
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
対
象
と
な
る
方

は
住
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
す
る

方
な
ど
で
す
。
軽
減
を
受
け
る
に

は
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
該

当
者
で
申
請
を
し
て
い
な
い
方

は
、
高
齢
障
害
課
ま
で
申
請
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。詳
し
く
は
、

高
齢
障
害
課
、
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー
等
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

な
お
、
こ
れ
に
と
も
な
い
標

準
負
担
額
は
廃
止
と
な
り
ま
し

た
。
現
在
の
被
保
険
者
証
の
裏

面
注
意
事
項
七
に
記
載
さ
れ
て

い
る
標
準
負
担
額
に
関
す
る
部

分
は
削
除
し
て
読
み
替
え
て
く

だ
さ
い
。
平
成
18
年
10
月
１
日

よ
り
新
し
い
被
保
険
者
証
に
一

斉
に
切
り
替
え
る
予
定
で
す
。

高
齢
障
害
課

２
１
２
４

内� 問�

10
月
か
ら
介
護
保
険
施
設

（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を
含
む
）

に
お
け
る
居
住
費
や
食
費
の
具

体
的
な
額
は
、
利
用
者
と
施
設

今年度の介護保険料を普通

徴収（納入通知書により保険

料を納める方法）と特別徴収

（年金から保険料を天引きする

方法）の両方で納める方は、

10月の年金から天引きが開始

されます。年金天引のための

手続きは必要ありません。

７月から９月までの保険料

に納め忘れがないか、もう一

度確認をお願いします。

高齢障害課 ２１２４内�問�

埼
玉
県
で
は
、
低
所
得
の
ひ

と
り
親
家
庭
の
児
童
が
中
学
校

へ
入
学
す
る
と
き
、
就
学
支
度

金
を
差
し
上
げ
て
い
ま
す
。
次

に
該
当
す
る
方
は
、
12
月
28
日

�
ま
で
に
健
康
生
活
課
へ
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
申
請
期
限
を
過
ぎ
ま

す
と
、
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
対
象

母
子
家
庭
の
母
、
父

子
家
庭
の
父
、
ま
た
は
父
母
の

い
な
い
児
童
を
養
育
し
て
い
る

方
で
、
平
成
18
年
４
月
に
中
学

校
へ
就
学
す
る
児
童
を
扶
養
し

て
い
る
※

市
町
村
民
税
非
課
税

世
帯
の
方
（
た
だ
し
、
生
活
保

護
受
給
世
帯
を
除
く
）

※
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
と
は

申
請
者
お
よ
び
申
請
者
と
同

居
し
て
い
る
扶
養
義
務
者
の
そ

れ
ぞ
れ
の
16
年
分
の
市
町
村
民

税
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
世
帯

の
こ
と
。

○
支
給
額

１
０，

０
０
０
円

○
申
請
方
法

申
請
書
は
健
康

生
活
課
に
お
い
て
あ
り
ま
す
。

必
要
事
項
を
記
入
し
健
康
生
活

課
へ
。
な
お
、
申
請
の
際
に
振

込
金
融
機
関
が
証
明
で
き
る
も

の
（
通
帳
な
ど
）
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。

○
申
請
期
限

12
月
28
日
�
ま

で

町
健
康
生
活
課

２
１

４
４
ま
た
は
、
県
子
育
て
支
援

課
母
子
福
祉
担
当
�
０
４
８
―

８
２
４
―
２
１
１
１
　

３

３
３
７

内�

内�

問�

負
担
限
度
額
と
は
…
？

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
を
送
付
し
ま
し
た

の納入について�
介�護�保�険�料�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

ご
利
用
く
だ
さ
い�

ひ
と
り
親
家
庭
児
童�

就
学
支
度
金
支
給
制
度�

ひ
と
り
親
家
庭
児
童�

就
学
支
度
金
支
給
制
度�

10
月
よ
り
社
会
福
祉
法
人
が
提

供
す
る
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
一

部
で
、
利
用
者
負
担
が
軽
減
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

社
会
福
祉
法
人
が
そ
の
社
会
的
な

役
割
に
か
ん
が
み
、
利
用
者
負
担

を
減
免
す
る
こ
と
に
よ
り
、
介
護

保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
促
進
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
す
。

対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
、
対
象

と
な
る
方
は
次
の
と
お
り
で
す
。

対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス

減
免
制
度
を
実
施
し
て
い
る
社

会
福
祉
法
人
が
提
供
す
る
介
護
老

人
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
（
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
）
、
訪
問
介
護
、

通
所
介
護
、
短
期
入
所
生
活
介
護

対
象
と
な
る
方

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
で

あ
っ
て
、
次
の
５
つ
の
要
件
を
す

べ
て
満
た
す
方
の
う
ち
、
町
が
認

め
た
方
（
生
活
保
護
受
給
者
お
よ

び
旧
措
置
入
所
者
は
除
く
）

①
年
間
収
入
が
単
身
世
帯
で
１
５

０
万
円
、
世
帯
員
が
１
人
増
え

る
ご
と
に
50
万
円
を
加
算
し
た


